
報告第３号  

 

   専決処分の報告について 

 

秦野市市営住宅条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり専決処分

したので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。 

 

  平成３０年２月２６日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 





秦野市条例第２６号  

 

   秦野市市営住宅条例の一部を改正する条例 

 

 秦野市市営住宅条例（平成９年秦野市条例第６号）の一部を次のように改正

する。 

 第５５条及び第５６条中「政令第１１条」を「政令第１２条」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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報告第３号 秦野市市営住宅条例の一部を改正する条例新旧対照表 

新 旧 

 （市営住宅建替事業に係る家賃の特例）  （市営住宅建替事業に係る家賃の特例） 

第５５条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに

整備した市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する

市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることに

よりその入居者の居住の安定を図るため必要があると認めると

きは、第２８条第１項、第４７条第１項又は第４９条第１項の

規定にかかわらず、政令第１２条で定めるところによりその入

居者の家賃を減額するものとする。 

第５５条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに

整備した市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する

市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることに

よりその入居者の居住の安定を図るため必要があると認めると

きは、第２８条第１項、第４７条第１項又は第４９条第１項の

規定にかかわらず、政令第１１条で定めるところによりその入

居者の家賃を減額するものとする。 

 （市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家

賃の特例） 

 （市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家

賃の特例） 

第５６条 市長は、法第４４条第３項の規定による市営住宅の用

途の廃止による市営住宅の除却に伴いその市営住宅の入居者を

他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営

住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることにより

その入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるとき

は、第２８条第１項、第４７条第１項又は第４９条第１項の規

定にかかわらず、政令第１２条で定めるところによりその入居

者の家賃を減額するものとする。 

第５６条 市長は、法第４４条第３項の規定による市営住宅の用

途の廃止による市営住宅の除却に伴いその市営住宅の入居者を

他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営

住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることにより

その入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるとき

は、第２８条第１項、第４７条第１項又は第４９条第１項の規

定にかかわらず、政令第１１条で定めるところによりその入居

者の家賃を減額するものとする。 
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   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。  
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